
 見 本（京都市の場合）  太枠で囲んだ金額が保険料算定の基礎となります。 

☟見本①申告納税の方の場合 

 

 

 

 

 

☟見本②給料制で源泉徴収の方の場合 

 

 

 

 

☟見本③非課税または証明書を紛失された方

 

６５歳以上の方は年金収入が

反映されていない場合がござ

いますので、見本①又は③の

証明書で確認願います。 
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